
 

議案第９２号 

 

   狭山市建築基準法等関係事務手数料条例の一部を改正する条例 

 狭山市建築基準法等関係事務手数料条例（平成１８年条例第１５号）の一部を次の

ように改正する。 

 別表第２の４７の項中「第３項」を「第５項」に改め、同項第１号を次のように改

める。 

（１）住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成１１年法律第８１号）第６条の２

第３項の確認書若しくは同条第４項の住宅性能評価書（いずれも長期優良住宅法

第６条第１項第１号に掲げる基準に適合しているものに限る。別表第２の４９の

項において同じ。）又はこれらの写しが提出された場合 

  ア １戸建の住宅 

  （ア）新築の場合 ８，０００円 

  （イ）増築又は改築の場合 １３，０００円 

  イ 共同住宅等（共同住宅、長屋その他の１戸建の住宅以外の住宅をいう。以下

この項から別表第２の５０の項までにおいて同じ。） 次に掲げる区分に応じ

それぞれに定める額 

  （ア）床面積の合計（申請に係る住戸を含む１の建築物の床面積の合計をいう。

以下この項において同じ。）が５００平方メートル以内のもの 

    ａ 新築の場合 １７，０００円 

    ｂ 増築又は改築の場合 ２５，０００円 

  （イ）床面積の合計が５００平方メートルを超え１，０００平方メートル以内の

もの 

    ａ 新築の場合 ２８，０００円 

    ｂ 増築又は改築の場合 ４２，０００円 

  （ウ）床面積の合計が１，０００平方メートルを超え２，５００平方メートル以

内のもの 

    ａ 新築の場合 ５２，０００円 

    ｂ 増築又は改築の場合 ７８，０００円 

  （エ）床面積の合計が２，５００平方メートルを超え５，０００平方メートル以

内のもの 

    ａ 新築の場合 ７８，０００円 



 

    ｂ 増築又は改築の場合 １１８，０００円 

  （オ）床面積の合計が５，０００平方メートルを超え１０，０００平方メートル

以内のもの 

    ａ 新築の場合 １１５，０００円 

    ｂ 増築又は改築の場合 １７３，０００円 

  （カ）床面積の合計が１０，０００平方メートルを超え２０，０００平方メート

ル以内のもの 

    ａ 新築の場合 １９９，０００円 

    ｂ 増築又は改築の場合 ３００，０００円 

  （キ）床面積の合計が２０，０００平方メートルを超え３０，０００平方メート

ル以内のもの 

    ａ 新築の場合 ２５７，０００円 

    ｂ 増築又は改築の場合 ３８６，０００円 

  （ク）床面積の合計が３０，０００平方メートルを超えるもの 

    ａ 新築の場合 ３００，０００円 

    ｂ 増築又は改築の場合 ４５１，０００円 

 別表第２の４７の項第２号を削り、同項第３号中「（１）又は（２）」を「前号」

に改め、同号イ中「を申請住戸数で除して得た金額（当該金額に１００円未満の端数

があるときは、これを切り捨てる。）」を削り、同号を同項第２号とし、同表４８の

項中「第３項」を「第５項」に、「、第２号ア又は第３号ア」を「又は第２号ア」に、

「、第２号イ又は第３号イ」を「又は第２号イ」に改め、「（共同住宅等については、

当該金額を申請住戸数で除して得た金額（当該金額に１００円未満の端数があるとき

は、これを切り捨てる。））」を削り、同表４９の項第１号を次のように改める。 

（１）住宅の品質確保の促進等に関する法律第６条の２第３項の確認書若しくは同条

第４項の住宅性能評価書又はこれらの写しが提出された場合 

  ア １戸建の住宅 

  （ア）新築の場合 ４，０００円 

  （イ）増築又は改築の場合 ６，５００円 

  イ 共同住宅等 次に掲げる区分に応じそれぞれに定める額 

  （ア）床面積の合計（申請に係る住戸を含む１の建築物の変更後の床面積の合計

をいう。以下この項において同じ。）が５００平方メートル以内のもの 

    ａ 新築の場合 ８，５００円 



 

    ｂ 増築又は改築の場合 １２，５００円 

  （イ）床面積の合計が５００平方メートルを超え１，０００平方メートル以内の

もの 

    ａ 新築の場合 １４，０００円 

    ｂ 増築又は改築の場合 ２１，０００円 

  （ウ）床面積の合計が１，０００平方メートルを超え２，５００平方メートル以

内のもの 

    ａ 新築の場合 ２６，０００円 

    ｂ 増築又は改築の場合 ３９，０００円 

  （エ）床面積の合計が２，５００平方メートルを超え５，０００平方メートル以

内のもの 

    ａ 新築の場合 ３９，０００円 

    ｂ 増築又は改築の場合 ５９，０００円 

  （オ）床面積の合計が５，０００平方メートルを超え１０，０００平方メートル

以内のもの 

    ａ 新築の場合 ５７，５００円 

    ｂ 増築又は改築の場合 ８６，５００円 

  （カ）床面積の合計が１０，０００平方メートルを超え２０，０００平方メート

ル以内のもの 

    ａ 新築の場合 ９９，５００円 

    ｂ 増築又は改築の場合 １５０，０００円 

  （キ）床面積の合計が２０，０００平方メートルを超え３０，０００平方メート

ル以内のもの 

    ａ 新築の場合 １２８，５００円 

    ｂ 増築又は改築の場合 １９３，０００円 

  （ク）床面積の合計が３０，０００平方メートルを超えるもの 

    ａ 新築の場合 １５０，０００円 

    ｂ 増築又は改築の場合 ２２５，５００円 

 別表第２の４９の項第２号を削り、同項第３号中「（１）又は（２）」を「前号」

に改め、同号イ中「を申請住戸数で除して得た金額（当該金額に１００円未満の端数

があるときは、これを切り捨てる。）」を削り、同号を同項第２号とし、同表５０の

項中「、第２号ア又は第３号ア」を「又は第２号ア」に、「、第２号イ又は第３号 



 

イ」を「又は第２号イ」に改め、「（共同住宅等については、当該金額を申請住戸数

で除して得た金額（当該金額に１００円未満の端数があるときは、これを切り捨て 

る。））」を削り、同表５１の項中「第９条第１項」の次に「及び第３項」を加え、

同表５２の項の次に次のように加える。 
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長期優良住宅法第１８条第

１項の規定に基づく住宅の

容積率の特例の許可の申請

に対する審査 

認定長期優良住

宅建築等計画に

基づく建築に係

る住宅の容積率

の特例許可申請

手数料 

160,000 円 

   附 則 

１ この条例は、令和４年２月２０日から施行する。 

２ 改正前の別表第２の４７の項から５０の項までの規定（長期優良住宅建築等計画

が住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に

関する法律等の一部を改正する法律（令和３年法律第４８号）による改正前の長期

優良住宅の普及の促進に関する法律（平成２０年法律第８７号）第６条第１項各号

に掲げる基準に適合していることを示す書類（住宅の品質確保の促進等に関する法

律（平成１１年法律第８１号）第５条第１項の登録住宅性能評価機関が作成したも

のに限る。）が提出された場合の申請に係る部分に限る。）については、当分の間、

なおその効力を有する。この場合において、改正前の別表第２の４７の項中「定め

る額を、申請に係る１の建築物の住戸のうち同時に申請された住戸の数（以下この

項から別表第２の５０の項までにおいて「申請住戸数」という。）で除して得た金

額（当該金額に１００円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。）」とある

のは「定める額」と、同表４８の項中「金額（共同住宅等については、当該金額を

申請住戸数で除して得た金額（当該金額に１００円未満の端数があるときは、これ

を切り捨てる。））」とあるのは「金額」と、同表４９の項第１号中「定める額を

申請住戸数で除して得た金額（当該金額に１００円未満の端数があるときは、これ

を切り捨てる。）」とあるのは「定める額」と、同表５０の項中「金額（共同住宅

等については、当該金額を申請住戸数で除して得た金額（当該金額に１００円未満

の端数があるときは、これを切り捨てる。））」とあるのは「金額」とする。 

 

 

 



 

  令和３年１１月２６日提出 

 

          狭山市長 小谷野  剛 

 

 

 

提案理由 

 長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の改正により、長期優良住宅認定制度及

び住宅性能表示制度の一体評価制度等が創設されることに伴い、長期優良住宅建築等

計画の認定申請手数料等の金額に係る規定を改め、新たに認定長期優良住宅建築等計

画に基づく建築に係る住宅の容積率の特例許可申請手数料を定めるとともに、所要の

改正をしたいので、この案を提出するものである。 


